
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  結婚・子育て資金を贈与した者が死亡した場合        

Ｑ：結婚・子育て資金を贈与した者が死亡

した場合、資金管理口座にある残高(管理残

額)は贈与者から相続又は遺贈により取得し

たものとみなされるそうですが、どのような

取扱いになるのですか？                                  

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

受贈者が相続人であれば相続により、相続

人以外であれば遺贈により取得したものとみ

なして相続税の計算をします。 

ただし、この場合において、受贈者が贈与

者(被相続人)から相続又は遺贈により管理残

額以外の財産を取得しなかったときは、たと

え相続開始前３年以内に被相続人から暦年贈

与を受けていたとしても、その贈与により取

得した財産は、相続税の課税価格に加算され

ません。 

また、相続又は遺贈により財産を取得した

者がその相続に係る被相続人の一親等の血族

及び配偶者以外の者(孫など)である場合には、

相続税額が２割加算される規定がありますが、

この管理残額に対応する相続税額は２割加算

の対象にならないこととされていますので、

孫などが相続する場合には、２割加算をする

財産と２割加算しない財産とに区分する必要

があり、２割加算しない部分は、次のように

計算することになります。 

受贈者の相続税額(２割加算前)×管理残額

÷受贈者の相続税の課税価格＝２割加算の対

象にならない相続税額 
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